
資料-1　　　産業廃棄物の処理に関する管理体制

・職員・取引業者の教育・啓発

・産業廃棄物対策に関して､作業所実務の支援､指導

・「建設廃棄物処理委託契約書」の記載内容及び添付書類の確認

・産業廃棄物管理票の交付管理

・産業廃棄物の処理実績及び産業廃棄物管理票の交付状況の集計

・建設廃棄物処理委託契約書及び産業廃棄物管理票の保管

・職員・取引業者の教育・啓発

・オフィス内で産業廃棄物が発生した場合の処理実績の集計

・集計報告に基づく自治体への実績報告（安全品質環境部の代理報告が必要な場合）

・職員・取引業者の教育・啓発

・産業廃棄物対策に関して､作業所実務の支援､指導

・集計報告に基づく自治体への実績報告

・環境マネジメントシステムによる産業廃棄物対策の検討

・取引業者の教育・啓発及び監督､指導

・廃棄物の発生・排出抑制､再生利用､適正処理等に関する計画の策定

・産業廃棄物処理委託業者の選定及び契約の締結

・産業廃棄物管理票の管理(処理状況の確認)

・産業廃棄物の処理実績及び産業廃棄物管理票の交付状況の集計

・建設廃棄物処理委託契約書及び産業廃棄物管理票の提出
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資料-2　　　　建設工事から発生する主な副産物　　（参考文献 「建設副産物リサイクルの手引き（第10回改訂版）」）

･工作物の新築､改築または除去に伴って生じたコンクリートの破片､その
他これに類する不要物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①コ
ンクリート破片　②アスファルト･コンクリート破片
③その他がれき類

･ガラスくず､タイル衛生陶磁器くず､耐火れんがくず､コンクリートくず*(工
作物の新築､改築または除去に伴って生じたものを除く)

･廃発泡スチロール､廃ビニール､合成ゴムくず､廃タイヤ､廃シート類

･鉄骨鉄筋くず､金属加工くず､足場パイプや保安塀くず､廃缶類

･天然ゴムくず

･含水率が高く微細な泥状の掘削物(掘削物を標準ダンプトラックに山積
みできず､またその上を人が歩けない状態(コーン指数がおおむね

200kN/m2以下または一軸圧縮強度がおおむね50kN/m2以下)､具体的に
は場所打杭工法･泥水シールド工法等で生じる廃泥水､なお､地山掘削に
より発生するものは汚泥ではない)

･廃石膏ボード､有機性のものが付着･混入した廃容器･包装

･有機性のものが付着･混入した廃容器･包装

･有機性のものが付着･混入した廃容器･包装､鉛管､鉛板､廃プリント配線
盤､鉛蓄電池の電極

･解体木くず(木造家屋解体材､内装撤去材)､新築木くず(型枠､足場材等､
内装､建具工事等の残材)､伐採材､抜根材

･包装材､ダンボール､壁紙くず､障子

･廃ウエス､縄､ロープ類､畳､じゅうたん

･アスファルト乳材等の使用残渣(タールピッチ類)､防水アスファルト､重油

・焼却残渣物

･飛散性アスベスト廃棄物(除去された吹付石綿･石綿含有保温材､石綿含
有耐火被覆材､石綿が付着したシート･作業衣等)

･PCBを含有したトランス､コンデンサ､蛍光灯安定器

･六価クロム含有臭化リチウム(冷凍機冷媒)等

･揮発油類､灯油類､軽油類

有価物

建設発生土

一般廃棄物

廃アルカリ(pH12.5以上)
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土砂およびもっぱら土地造成の目的となる土砂に準じるもの

廃PCB等

ゴムくず

汚泥

港湾､河川などの浚渫に伴って生じる土砂､その他これに類するもの

･現場事務所での作業､作業員の飲食などに伴う廃棄物など(図面､雑誌､
飲料空缶､弁当がら､生ごみとうなど)

ガラスくず､コンクリートくず
および陶磁器くず
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資料-3 産業廃棄物の一連の処理工程

　　　　※個々の建設工事の内容により、処分フローが異なるため、建設廃棄物等の代表的（一般的）な処理・処分を以下に示す。

発生源

再使用 ⇒ 再生利用 ⇒ 中間処理 ⇒ 最終処分

⇒

⇒ 堆肥用チップ※

⇒ 再生
・電炉鋼

⇒ 再生銅

⇒ 再生
・土壌改良剤 ⇒ 破砕 ⇒ 管理型

管理型

管理型

選別・破砕・埋立
圧縮・減溶固化 ⇒ 管理型

安定型

熱回収（焼却） ⇒ 焼却 ⇒

・コンクリート剥離材
・再生潤滑油
・補助燃料　　など

⇒ 分離
焼却 ⇒

安定型
・現場で分別したもの
管理型
・現場で分別しなかったもの
　　　　　※いづれも15ｃｍ以下

紙くず 紙クロス・ボイドなど ⇒ 熱回収（焼却） ⇒ 焼却・圧縮 ⇒ 管理型

油化
熱回収（焼却）
ガス化溶融
高炉還元
再生塩ビ管
工業原料
メーカーリサイクル

⇒
破砕
圧縮
溶融
焼却

⇒

破砕 ⇒ 安定型

電線類

ガラス・陶磁器く
ず

石膏ボード

ロックウール保温材・
グラスウール保温材・
レンガ・石類など

⇒ メーカーによる再製品化
・メーカーリサイクル ⇒ 圧縮

破砕 ⇒ 安定型

金属くず

鉄骨鉄筋くず・金属加
工くずなど ⇒

型枠再使用※
（転用） ⇒ 破砕

・製紙用チップ
・燃料用チップ
・熱回収（焼却） ⇒

焼却
一定規模以上の工事では50ｋｍ以
内に再資源化施設がない場合に限
る

⇒ 管理型
*一定規模以上の工事では不可足場材・バタ角・パー

ティクルボード

伐採伐根材

※印は現場内でも取組
める手段を示す

再生
・流動化土※
・焼成砂

破砕 ⇒ 安定型
*一定規模以上の工事では不可

アスファルト塊
アスファルト舗装解体
がら ⇒ 破砕 ⇒ 安定型

*一定規模以上の工事では不可

　　委託処理部分の範囲

廃棄物（副産物含む）種類 処理・処分方法

破砕
・再生アスコン※ ⇒

埋戻し土※
造成材 ⇒ 改質

・造成材※

コンクリート塊
解体がら・はつりがら
など ⇒ 破砕

・再生砕石※ ⇒

⇒ 脱水
・天日乾燥※ ⇒ 管理型

*含水率85％以下
汚泥

土木・建築
各種工事

⇒

発生土
掘削土・地盤改良土・
砂・砂利など ⇒

廃プラスチック類

養生シート・梱包ビ
ニール・電線被覆く
ず・塩ビ管・発布スチ
ロールなど

⇒

繊維くず
布クロス・水糸類・ウ
エスなど ⇒

廃油 油圧機械の廃油など ⇒

杭・シールド汚泥・泥
状の掘削土など ⇒

木くず

型枠材 ⇒

混合廃棄物 分別困難なもの ⇒


